
（お知らせ） 

令和３年６月１２日 

京都市新型コロナウイルス感染症対策本部 

担当：保健福祉局障害保健福祉推進室 

                     電話：０７５－２２２－４１６１ 

 

本市指定管理施設における新型コロナウイルス感染症患者の発生について 

 

 本市が設置し，指定管理者が管理運営する施設において，利用者１名が新型コロ

ナウイルスの陽性であることが判明しました。 

 このため，本施設職員及び利用者について積極的疫学調査の結果が判明するまで

の間，本施設を臨時に休止する等の措置を講じ，感染の拡大防止に取り組んでまい

ります。 

 本件については，本日発表される京都市内発生患者に含まれる予定です。 

 
 

１ 該当施設 

⑴  名 称     京都市山科身体障害者福祉会館（患者発生施設） 

⑵  所在地     京都市山科区竹鼻四丁野町３４－１ 

⑶  指定管理者  社会福祉法人京都障害者福祉センター 

 

 

２ 患者の概要 

  市内在住の４０歳代男性 

 
 

３ 経過 

  ６月 ３日（木）当該利用者の最終利用日 

  ６月 ９日（水）当該利用者の同居家族の陽性が判明 

  ６月１０日（木）当該利用者が濃厚接触者に認定されＰＣＲ検査 

  ６月１１日（金）当該利用者の陽性が判明 

 
 

４ 本市の対応 

⑴  施設の休止 

本日から，本施設職員及び利用者の疫学調査の結果が判明するまでの間，本

施設の利用を臨時に休止します。再開時期については，今後，疫学調査の状況

を見て判断してまいります。 

⑵ 利用者対応 

  指定管理者において，本施設の休止について個別に説明するとともに，代替

サービスが必要な方等への対応を行ってまいります。 


